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千葉県公立入学者選抜 追検査について 
【実施要項ｐ８より抜粋】 
第８ 追検査 

「Ⅰ 一般入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。 
１ 受検資格 

 インフルエンザ罹患による急な発熱で別室での受検も困難である等、やむを得ない理由により 

本検査を全く受検することができなかった者のうち、次の２、３、４及び５に定める手続により、

志願する高等学校の校長に承認を受けた者を対象とする。本検査を一部でも受検した者は、追検査

を受検することはできない。 
２ 追検査志願者の連絡 

 追検査を志願する者の在籍する中学校の校長等は、追検査受検願等の提出期間の前日までに、  

当該志願者の志願した高等学校の校長に電話により連絡しなければならない。 
３ 追検査受検願等の提出期間及び受付時間 

 令和３年２月２６日（金）及び３月１日（月） 

 受付時間は、２月２６日（金）は午前９時から午後４時３０分まで 

       ３月１日（月）は午前９時から正午までとする。 

 なお、送付の場合も、３月１日（金）正午までに必着とする。 

４ 提出書類及び提出先 

 追検査を志願する者は、出願時に交付された受検票、追検査受検願（様式１８）及び本検査を   

受検することができなかった理由を証明する書類として医師の診断書（加療期間が明記されたもの）

を提出するものとする。ただし、医師の診断書を提出できない場合には、在籍中学校の校長が作成

した本検査不受検理由証明書（様式１９の⑵）を、直接、志願した高等学校の校長に提出する。 
５ 追検査受検承認書等の交付 

 高等学校の校長は、追検査受検願等の受理が完了した後、受理証（各高等学校の定める様式）と

ともに、追検査受検承認書（様式２０）を交付する。 
６ 検査期日 

 令和３年３月３日（水） 
 

柏市の方針として、 

２月２２日（月）は特別休業となります（３年生のみ） 
 上記実施要項にある通り、本検査を一部でも受検した場合は追検査を受検することができません。

つまり、本検査１日目を受検後に新型コロナウイルス感染症濃厚接触者に指定された場合、２日目

の検査を受検することができないため、不合格が確定してしまいます。そうした事態を避けるため、

２月２２日（月）を特別休業とします（３年生のみ）。進路年間計画が変更されますので、ご了承ください。 

 ２２日が特別休業となるので、公立入学者選抜の前（２月２０～２３日）が４連休になります。

公立入試事前指導は１９日（金）に実施する予定です。なお、検査直前は外出等を極力控え、体調

管理に努めましょう。ウイルスを持ち込まない努力が必要です。 

 


